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北九州市告示第３４９号 

 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第４２条第１項の規定により公

有水面埋立てを承認したので、同条第３項において準用する同法第１１条の規

定により、次のとおり告示する。 

 なお、この承認については、福岡県知事、苅田港港湾管理者及び北九州港港

湾管理者と共同で行ったものである。 

平成２９年８月４日 

 北九州市長 北 橋 健 治   

１ 承認年月日 

  平成２９年７月２０日 

２ 承認を受けた者の名称及び所在地並びに代表者の氏名及び住所 

  名   称 国土交通省九州地方整備局 

所 在 地 福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 福岡第二合同庁舎 

  代表者氏名 国土交通省九州地方整備局長 増田博行 

  代表者住所 福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 福岡第二合同庁舎

３ 埋立区域 

（１） 位置 

北九州市小倉南区空港北町 7 番から福岡県京都郡苅田町空港南町 7 番に

至る間の地先公有水面 

 （２） 区域 

次の各地点のうち①の地点から④の地点までを順次に結んだ線、④の地

点と⑤の地点を結ぶ昭和５２年４月２日付け５２港第５０号の承認に係る

埋立ての埋立区域と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．８２ｍにより決

定）、⑤の地点と⑥の地点を結ぶ平成１４年３月２８日付け国九整港管第

８１３号で竣功通知された埋立地と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．

８２ｍにより決定）、⑥の地点と⑦の地点を結ぶ平成１５年９月３０日付

け国九整港管第３３０号で竣功通知された埋立地と公有水面との境界線（

Ｄ．Ｌ．＋３．１８ｍにより決定）、⑦の地点と①の地点を結ぶ平成１７

年４月１３日付け国九整港管第１２号で竣功通知された埋立地と公有水面

との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．１８ｍにより決定）に囲まれた区域 

   ①の地点 福岡県京都郡苅田町大字苅田字松山の松山二等三角点（北緯

３３度４８分２１．９４１秒東経１３０度５９分０８．８３

５秒）（以下「基準点」という。）から４２度５７分０９秒

６７８６．５７メートルの地点 

   ②の地点 ①の地点から８０度２１分０６秒９００．００メートルの地
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点 

   ③の地点 ②の地点から１７０度２１分０６秒２７７５．００メートル

の地点 

   ④の地点 ③の地点から２６０度２１分０６秒８９８．５６メートルの

地点 

   ⑤の地点 ④の地点から３５０度１９分０４秒８５５．１７メートルの

地点 

   ⑥の地点 ⑤の地点から３５０度１６分３６秒２９５．０７メートルの

地点 

   ⑦の地点 ⑥の地点から３５０度１９分０６秒９３８．９０メートルの

地点 

 （３） 面積 

２，４９５，９８０．５０平方メートル 

（一般海域 ２，４９５，９８０．５０平方メートル） 

４ 埋立てに関する工事の施行区域 

 （１） 位置 

北九州市小倉南区空港北町７番から福岡県京都郡苅田町空港南町７番に

至る間の地先公有水面 

 （２） 区域 

次の○A の地点から○V の地点までを順次に結んだ線及び○A の地点と○V の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○A の地点 基準点から３７度２５分２２秒７２２６．４６メートルの地

点 

   ○B の地点 ○A の地点から３５０度２１分０６秒５００．０６メートルの

地点 

   ○C の地点 ○B の地点から８０度２１分０６秒４２５．０１メートルの地

点 

   ○D の地点 ○C の地点から３５０度２２分５３秒２７２８．５７メートル

の地点 

   ○E の地点 ○D の地点から３２０度２２分５４秒３１．６１メートルの地

点 

   ○F の地点 ○E の地点から２９１度３８分２６秒３２．３３メートルの地

点 

   ○G の地点 ○F の地点から２６１度３８分２１秒３１０．７９メートルの

地点 
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   ○H の地点 ○G の地点から５１度３８分２２秒１２８５．６８メートルの

地点 

   ○I の地点 ○H の地点から２００度２２分５３秒６４６．２４メートルの

地点 

   ○J の地点 ○I の地点から１７０度２２分５３秒２８３７．８９メートル

の地点 

   ○K の地点 ○J の地点から８０度２１分０６秒６２５．１９メートルの地

点 

   ○L の地点 ○K の地点から１７０度２１分０６秒４５７５．００メートル

の地点 

   ○M の地点 ○L の地点から２６０度２１分０６秒１３９８．２７メートル

の地点 

   ○N の地点 ○M の地点から３５０度１９分０５秒５００．００メートルの

地点 

   ○O の地点 ○N の地点から３５０度１９分０４秒８５５．１７メートルの

地点 

   ○P の地点 ○O の地点から３５０度１９分１９秒２９５．０７メートルの

地点 

   ○Q の地点 ○P の地点から２６０度２２分３４秒０．２３メートルの地点 

   ○R の地点 ○Q の地点から３５０度１９分０６秒９３８．９０メートルの

地点 

   ○S の地点 ○R の地点から３５０度２１分０６秒６８５．８７メートルの

地点 

   ○Ｔ の地点 ○S の地点から３５０度２１分０６秒２９０．１８メートルの

地点 

   ○U の地点 ○Ｔ の地点から２度４９分２７秒３６８．８４メートルの地点 

   ○V の地点 ○Ｕ の地点から３２２度１６分２０秒１６９．６６メートルの

地点 

（３） 上記（２）区域のうち苅田港港湾区域にかかる区域 

次の○AB の地点から○M の地点までを順次に結んだ線及び○AB の地点と○M の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○A B の地点 基準点から６６度５３分５０秒５５４５．０６メートルの地

点 

○A A の地点 ○A B の地点から８１度４０分５８秒１３９８．９１メートルの

地点 
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○L の地点 ○A A の地点から１７０度２１分０６秒４１０．７４メートルの

地点 

○M の地点 ○L の地点から２６０度２１分０６秒１３９８．２７メートル

の地点 

 （４） 上記（２）区域のうち北九州港港湾区域にかかる区域 

次の○W の地点から○X の地点までを順次に結んだ線及び○W の地点と○X の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○W の地点 基準点から３６度３１分４４秒７３３３．７８メートルの地

点 

   ○B の地点 ○W の地点から３５０度２１分０６秒３４３．７９メートルの

地点 

   ○X の地点 ○B の地点から８０度２１分０６秒３７０．５４メートルの地

点 

   次の○Y の地点から○Z の地点までを順次に結んだ線及び○Y の地点と○Z の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○Y の地点 基準点から３６度３５分５９秒７９１３．５０メートルの地

点 

   ○D の地点 ○Y の地点から３５０度２２分５３秒２６７８．０１メートル

の地点 

   ○E の地点 ○D の地点から３２０度２２分５４秒３１．６１メートルの地

点 

   ○F の地点 ○E の地点から２９１度３８分２６秒３２．３３メートルの地

点 

   ○G の地点 ○F の地点から２６１度３８分２１秒３１０．７９メートルの

地点 

   ○H の地点 ○G の地点から５１度３８分２２秒１２８５．６８メートルの

地点 

   ○I の地点 ○H の地点から２００度２２分５３秒６４６．２４メートルの

地点 

   ○Z の地点 ○I の地点から１７０度２２分５３秒２３６９．６２メートル

の地点 

（５） 面積 

   ７，９２４，４２７．９０平方メートル 

  （苅田港港湾区域内 ５９７，１０１．０８平方メートル、北九州港港

湾区域内 １，４３８，８８３．９１平方メートル、一般海域 ５，８
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８８，４４２．９１平方メートル） 

５ 埋立地の用途 

  空港関連用地、道路用地及び緑地 
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北九州市告示第３５０号 

 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第４２条第１項の規定により公

有水面埋立てを承認したので、同条第３項において準用する同法第１１条の規

定により、次のとおり告示する。 

 なお、この承認については、福岡県知事、苅田港港湾管理者及び北九州市長

と共同で行ったものである。 

平成２９年８月４日 

   北九州港港湾管理者 北九州市      

代表者 北九州市長 北 橋 健 治   

１ 承認年月日 

  平成２９年７月２０日 

２ 承認を受けた者の名称及び所在地並びに代表者の氏名及び住所 

  名   称 国土交通省九州地方整備局 

所 在 地 福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 福岡第二合同庁舎 

  代表者氏名 国土交通省九州地方整備局長 増田博行 

  代表者住所 福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 福岡第二合同庁舎

３ 埋立区域 

（１） 位置 

北九州市小倉南区空港北町 7 番から福岡県京都郡苅田町空港南町 7 番に

至る間の地先公有水面 

 （２） 区域 

次の各地点のうち①の地点から④の地点までを順次に結んだ線、④の地

点と⑤の地点を結ぶ昭和５２年４月２日付け５２港第５０号の承認に係る

埋立ての埋立区域と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．８２ｍにより決

定）、⑤の地点と⑥の地点を結ぶ平成１４年３月２８日付け国九整港管第

８１３号で竣功通知された埋立地と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．

８２ｍにより決定）、⑥の地点と⑦の地点を結ぶ平成１５年９月３０日付

け国九整港管第３３０号で竣功通知された埋立地と公有水面との境界線（

Ｄ．Ｌ．＋３．１８ｍにより決定）、⑦の地点と①の地点を結ぶ平成１７

年４月１３日付け国九整港管第１２号で竣功通知された埋立地と公有水面

との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．１８ｍにより決定）に囲まれた区域 

   ①の地点 福岡県京都郡苅田町大字苅田字松山の松山二等三角点（北緯

３３度４８分２１．９４１秒東経１３０度５９分０８．８３

５秒）（以下「基準点」という。）から４２度５７分０９秒

６７８６．５７メートルの地点 
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   ②の地点 ①の地点から８０度２１分０６秒９００．００メートルの地

点 

   ③の地点 ②の地点から１７０度２１分０６秒２７７５．００メートル

の地点 

   ④の地点 ③の地点から２６０度２１分０６秒８９８．５６メートルの

地点 

   ⑤の地点 ④の地点から３５０度１９分０４秒８５５．１７メートルの

地点 

   ⑥の地点 ⑤の地点から３５０度１６分３６秒２９５．０７メートルの

地点 

   ⑦の地点 ⑥の地点から３５０度１９分０６秒９３８．９０メートルの

地点 

 （３） 面積 

２，４９５，９８０．５０平方メートル 

（一般海域 ２，４９５，９８０．５０平方メートル） 

４ 埋立てに関する工事の施行区域 

 （１） 位置 

北九州市小倉南区空港北町７番から福岡県京都郡苅田町空港南町７番に

至る間の地先公有水面 

 （２） 区域 

次の○A の地点から○V の地点までを順次に結んだ線及び○A の地点と○V の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○A の地点 基準点から３７度２５分２２秒７２２６．４６メートルの地

点 

   ○B の地点 ○A の地点から３５０度２１分０６秒５００．０６メートルの

地点 

   ○C の地点 ○B の地点から８０度２１分０６秒４２５．０１メートルの地

点 

   ○D の地点 ○C の地点から３５０度２２分５３秒２７２８．５７メートル

の地点 

   ○E の地点 ○D の地点から３２０度２２分５４秒３１．６１メートルの地

点 

   ○F の地点 ○E の地点から２９１度３８分２６秒３２．３３メートルの地

点 

   ○G の地点 ○F の地点から２６１度３８分２１秒３１０．７９メートルの
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地点 

   ○H の地点 ○G の地点から５１度３８分２２秒１２８５．６８メートルの

地点 

   ○I の地点 ○H の地点から２００度２２分５３秒６４６．２４メートルの

地点 

   ○J の地点 ○I の地点から１７０度２２分５３秒２８３７．８９メートル

の地点 

   ○K の地点 ○J の地点から８０度２１分０６秒６２５．１９メートルの地

点 

   ○L の地点 ○K の地点から１７０度２１分０６秒４５７５．００メートル

の地点 

   ○M の地点 ○L の地点から２６０度２１分０６秒１３９８．２７メートル

の地点 

   ○N の地点 ○M の地点から３５０度１９分０５秒５００．００メートルの

地点 

   ○O の地点 ○N の地点から３５０度１９分０４秒８５５．１７メートルの

地点 

   ○P の地点 ○O の地点から３５０度１９分１９秒２９５．０７メートルの

地点 

   ○Q の地点 ○P の地点から２６０度２２分３４秒０．２３メートルの地点 

   ○R の地点 ○Q の地点から３５０度１９分０６秒９３８．９０メートルの

地点 

   ○S の地点 ○R の地点から３５０度２１分０６秒６８５．８７メートルの

地点 

   ○Ｔ の地点 ○S の地点から３５０度２１分０６秒２９０．１８メートルの

地点 

   ○U の地点 ○Ｔ の地点から２度４９分２７秒３６８．８４メートルの地点 

   ○V の地点 ○Ｕ の地点から３２２度１６分２０秒１６９．６６メートルの

地点 

（３） 上記（２）区域のうち苅田港港湾区域にかかる区域 

次の○AB の地点から○M の地点までを順次に結んだ線及び○AB の地点と○M の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○A B の地点 基準点から６６度５３分５０秒５５４５．０６メートルの地

点 

○A A の地点 ○A B の地点から８１度４０分５８秒１３９８．９１メートルの
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地点 

○L の地点 ○A A の地点から１７０度２１分０６秒４１０．７４メートルの

地点 

○M の地点 ○L の地点から２６０度２１分０６秒１３９８．２７メートル

の地点 

 （４） 上記（２）区域のうち北九州港港湾区域にかかる区域 

次の○W の地点から○X の地点までを順次に結んだ線及び○W の地点と○X の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○W の地点 基準点から３６度３１分４４秒７３３３．７８メートルの地

点 

   ○B の地点 ○W の地点から３５０度２１分０６秒３４３．７９メートルの

地点 

   ○X の地点 ○B の地点から８０度２１分０６秒３７０．５４メートルの地

点 

   次の○Y の地点から○Z の地点までを順次に結んだ線及び○Y の地点と○Z の地

点を結んだ線に囲まれた区域 

   ○Y の地点 基準点から３６度３５分５９秒７９１３．５０メートルの地

点 

   ○D の地点 ○Y の地点から３５０度２２分５３秒２６７８．０１メートル

の地点 

   ○E の地点 ○D の地点から３２０度２２分５４秒３１．６１メートルの地

点 

   ○F の地点 ○E の地点から２９１度３８分２６秒３２．３３メートルの地

点 

   ○G の地点 ○F の地点から２６１度３８分２１秒３１０．７９メートルの

地点 

   ○H の地点 ○G の地点から５１度３８分２２秒１２８５．６８メートルの

地点 

   ○I の地点 ○H の地点から２００度２２分５３秒６４６．２４メートルの

地点 

   ○Z の地点 ○I の地点から１７０度２２分５３秒２３６９．６２メートル

の地点 

（５） 面積 

   ７，９２４，４２７．９０平方メートル 

  （苅田港港湾区域内 ５９７，１０１．０８平方メートル、北九州港港
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湾区域内 １，４３８，８８３．９１平方メートル、一般海域 ５，８

８８，４４２．９１平方メートル） 

５ 埋立地の用途 

  空港関連用地、道路用地及び緑地 
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北九州市公告第５５８号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７ 

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年８月４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 特定役務の名称及び数量 

  市民センター設置用ＡＥＤ（自動体外式除細動器）借入れ及び保守 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部地域振興課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２９年７月３日 

４ 落札者の名称及び住所 

  ＮＴＴファイナンス株式会社九州支店 

  福岡市博多区博多駅前二丁目２番１号 

５ 落札金額 

  １，４０５万５，１２０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日 

  平成２９年５月１９日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 

12



北九州市公告第５５９号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した企画競争方式に係る手続を開始する

。 

  平成２９年８月４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 業務概要 

 （１） 業務名 北九州市環境ミュージアム映像システム設置及び映像ソフ

ト作製業務 

 （２） 業務内容 北九州市環境ミュージアムのドームシアター内に映像シ

ステムを新設し、映像ソフトを新規作製するもの。 

 （３） 履行期間 契約締結日から平成３０年２月２８日まで 

２ 参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （２） 日本国内において、平成１５年４月以降に博物館、美術館、文学館

、記念館等の展示を主たる機能とする建物における映像システム設置（リ

ニューアルを含む。）に関する業務について、元請として業務を完了した

実績を有すること。 

 （３） 日本国内において、平成１５年４月以降に博物館、美術館、文学館

、記念館等の展示を主たる機能とする建物において、２００インチ以上の

画面で上映される映像ソフトの企画・設計、制作のいずれかに携わった実

績を有すること。 

 （４） 参加表明書の提出締切日から審査結果通知日までの間に、北九州市

（上下水道局、交通局及び病院局を含む。）から指名停止を受けている期

間中でないこと。 

 （５） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

 （６） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、

３年を経過しない者及びその代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者でないこと。 

 （７） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に

基づき更正手続開始の申立てがなされている者ではないこと。 
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３ 参加資格を審査するための基準 

  第２項の参加資格の適合可否 

４ 受託候補者を選定するための評価基準 

 （１） 同種業務の実績 

 （２） 配置予定者の経験及び能力 

 （３） 業務実施体制の妥当性 

 （４） 業務内容に対する企画提案の妥当性 

 （５） 業務経費の妥当性 

５ 手続等

 （１） 担当部局

   北九州市環境局総務政策部環境学習課

   北九州市小倉北区城内１番１号

   電話 ０９３－５８２－２７８４

 （２） 説明書の交付場所、交付期間及び交付方法

  ア 交付場所 第１号に同じ。なお、説明書は、北九州市環境局総務政策

部環境学習課のホームページに掲載する。

  イ 交付期間 公告の日から平成２９年９月１５日まで（日曜日、土曜日

   及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

   休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

  ウ 交付方法 無償にて交付。なお、説明書の郵送又はＦＡＸによる入手

   申込みは認めない。

 （３） 参加意思表明書の提出場所、提出期間及び提出方法

  ア 提出場所 第１号に同じ。

  イ 提出期限 平成２９年８月２５日午後５時まで

  ウ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内に必着のこと

。）

 （４） 企画提案書の提出場所、提出期間及び提出方法

  ア 提出場所 第１号に同じ。

  イ 提出期間 平成２９年９月１５日午後５時まで

  ウ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内に必着のこと

。）

６ その他

 （１） 手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨
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  ウ 単位 日本の標準時及び計量法によるもの

 （２） 契約書の作成の要否 要

 （３） 関連情報を入手するための照会窓口 第５項第１号に同じ。

 （４） 詳細は説明書による。
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